
新 旧 対 照 表

（下線部分は改正部分）

○ 独立行政法人住宅金融支援機構平成30年度年度計画 （抄）

改 正 後 改 正 前

Ⅰ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成する Ⅰ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成する

ためとるべき措置 ためとるべき措置

１．証券化支援事業 １．証券化支援事業

長期固定金利の住宅資金を全国あまねく安定的に供給できるようにするととも 長期固定金利の住宅資金を全国あまねく安定的に供給できるようにするととも

に、良質な住宅ストックの形成に資するよう、証券化支援事業を通じ民間金融機 に、良質な住宅ストックの形成に資するよう、証券化支援事業を通じ民間金融機

関による長期固定金利の住宅ローンの供給を支援する次の取組を行う。 関による長期固定金利の住宅ローンの供給を支援する次の取組を行う。

①～⑭ （略） ①～⑭ （略）

⑮ 海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律（平成30年法 （新設）

律第40号）第７条に規定する業務について、同法第３条の規定に基づき国土交

通大臣が定める海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進を図るための

基本的な方針に従い、関係府省、我が国事業者及び関係公的機関と住宅金融に

関する情報交換等の面で連携や協力を図りながら、住宅融資の審査方法や信用

リスク、ＡＬＭリスク等のリスク管理の提案、融資対象住宅に係る耐震性、省

エネルギー性等の技術基準の提案等、ミャンマー連邦共和国等のアジア諸国を

はじめとする外国政府の住宅金融制度の構築等を支援するためのコンサルティ

ング業務等を行う。

３．住宅資金融通等事業 ３．住宅資金融通等事業



民間金融機関だけでは対応が困難な分野への資金の融通を補完するため、住宅 民間金融機関だけでは対応が困難な分野への資金の融通を補完するため、住宅

資金融通事業において、被災者の個別の事情や地域における事業の必要性等に配 資金融通事業において、被災者の個別の事情や地域における事業の必要性等に配

慮した丁寧な審査を行いつつ、被災した住宅の再建、老朽化したマンションの建 慮した丁寧な審査を行いつつ、被災した住宅の再建、老朽化したマンションの建

替え・改修の促進、密集市街地の解消等に対する融資を行うとともに、民間金融 替え・改修の促進、密集市街地の解消等に対する融資を行うとともに、民間金融

機関等の業務状況を検証する。 機関等の業務状況を検証する。

また、証券化支援事業及び住宅資金融通等事業を通じて供給される住宅ローン また、証券化支援事業及び住宅資金融通等事業を通じて供給される住宅ローン

に付随する団体信用生命保険業務、既往債権管理業務及び財形住宅融資業務につ に付随する団体信用生命保険業務、既往債権管理業務及び財形住宅融資業務につ

いても的確に実施する。 いても的確に実施する。

①～⑱ （略） ①～⑱ （略）

（削る。） ⑲ 住宅資金融通等事業を通じて得た知見を活用し、情報交換や研修を通じ、ミ

ャンマー国建設住宅開発銀行をはじめとする国内外の機関の支援に努める。


